
いこりあ通信
第１7号 男女共同参画情報紙

令和５年(２０２３年)３月

６月２３日から２９日までの1週間「男女共同参画週間」

１１月１２日から２５日までの２週間
「女性に対する暴力をなくす運動」

３月８日「国際女性の日」

InternationalWomen's Day

「あなたらしい」
を築く、「あたらしい」社会へ」。



茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 利用案内

男女共同参画推進センターいこりあは、ジェンダー平等、男女共同参画に関
する講座を開催したり、市民の方々が自ら学習し、様々な活動や交流の場とし
て利用していただく公共施設です。
様々な用途に利用できる大小の会議室や、和室、料理教室ができる実習室、

フリースペースとしてのロビーもございますので、ぜひ御利用ください。

◆ 開館時間 9:00～21:00
（7月～9月のみ21:30まで）

◇ 休館日 日曜日、年末年始
（12月28日～1月3日）

◆ 受付時間 9:00～17:00（開館日のみ）

◇ ℡０４６７－５７－１４１４

◆茅ヶ崎市新栄町１２－１２

【発行先】茅ヶ崎市文化生涯学習部男女共同参画課
茅ヶ崎市新栄町１２－１２ ℡０４６７－５７－１４１４

※令和５年４月１日組織改正に伴い、男女共同参画課が「多様性社会推進課」に名
称変更し、事務室が本庁舎２階に移動します。
なお、男女共同参画推進センターいこりあは、料金の支払い方法の変更はありま

すが、これまでどおり御利用いただけます。
（令和５年４月から）茅ヶ崎市文化スポーツ部多様性社会推進課

茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ ℡０４６７－８１－７１５０

女性のための相談室
一般相談（電話相談・面談相談）と専門相談（法律相談）を開設しています。

一般相談

■電話相談 月～金曜日 10：00～16：00

※電話で電話相談時間内にご予約ください。

月～金曜日 10：00～16：00

夫婦・家族・交際相手等の人間関係や生活上の悩みについて
女性の相談員がご相談をお受けします。

■面談相談（予約制）

専門相談

離婚、相続などの法律問題で悩んでいる方の
ご相談に、女性の弁護士がおこたえします。

■法律相談（予約制）※電話でご予約ください。

第２・第４水曜日
13：00～16：00

※休日、年末年始は除く

ひとりで悩まないで… お電話ください！
秘密は厳守いたします。
相談は無料です。

☎ 専用電話 ０４６７－８４－４７７２

もっと知りたい！もっと学びたい！！参加したい！
…でも小さい子どもがいるから参加は難しい…

いこりあの講座は、託児スタッフを用意しています。
申し込みの際に、託児ありを選んで、親子ともに楽しい学びの時間を過ごしましょう。

４月「若年層の性暴力被害予防月間」


